
コスモアイル羽咋・羽咋市立図書館の 
指定管理者公募の日程について 

 
 

平成１５年９月に地方自治法第２４４条の２「公の施設」に関する規定の一部が改正さ

れ、指定管理者制度が導入されました。羽咋市においても現在、コスモアイル羽咋および

羽咋市立図書館において指定管理者による管理運営を行っています。                

地域に密着した施設として今後も適正な管理運営を継続するため、今回、第５期目と

なる指定管理者の公募を行います。 

 

 

１ 早期の募集理由について 

 

  現在の指定管理者による指定管理期間は令和９年３月３１日までとなっていますが、以下

の理由により、早期に次期指定管理者を決定するものです。 

 ① 施設利用申請：利用予約の受け付けを１年前から開始しているため。 

 ② 予約業務の停滞防止：次期管理者が未定の期間は、予約の正式な受付が困難となるため。 

 ③ 旅行会社との契約：団体客誘致等に係る契約の円滑な引き継ぎのため。 

 ④ 職員の雇用継続：従事している職員の雇用安定を図るため。 

 ⑤ 業務引継ぎの徹底：年間を通じた業務内容を次期運営主体へ確実に引き継ぐため。 
 
 
２ 日程   
   

項目 日程（令和８年） 備考 

募集要項発表 4月28日(火) 市ホームページに掲載 

募集期間 4月28日(火)～5月21日(木)  

現地説明会の申込 4月30日(木)～5月7日(木)  

現地説明会の開催 5月14日(木) 13時30分～ 

質疑受付期間 4月28日(火)～5月14日(木)  

審査会（プレゼン等） 5月28日(木)・29日(金) および6月上旬 

選定結果発表 6月中旬  

仮協定の協議 6月中旬～7月下旬  

議会への提案 9月(予定） 9月定例会 

指定通知・締結 9月(予定）  

業務引継ぎ期間 令和8年9月～令和9年3月  

新指定期間の開始 令和9年4月1日(木)  

 

 
３ 審査会 

・審査は、募集期間中に提出された「指定管理者指定申請書」等に基づき行います。 
・応募者は、審査会において申請書類に基づいた提案説明を行っていただきます。 
・審査会にて、全応募者の説明聴取および評価のとりまとめを行い選定します。 


